
第１０５回教育研究評議会議事要録 

 

 

１ 日   時  平成２４年３月２６日（月）１０：００～１２：００ 

 

２ 場   所  事務局第１会議室 

 

３ 議   事 

 (1) 平成２４年度年度計画（案）について 

理事（総務・財務担当）から，平成２４年度年度計画については，２月２４日開催の

本評議会において，部局等からの意見への対応について審議し，その後，更に検討を加

え必要な修正を行い，今回文部科学省へ届け出る様式で整理した最終案である資料１に

ついて提案があり，審議の結果，異議なく了承された。 

平成２４年度年度計画について，主な説明内容は以下のとおり。 

  ○ 全学共有学士像に基づく新たな教養教育カリキュラムを開始する。 

  ○ 教育学部，経済学部及び環境科学部の改革案を策定するとともに，人文社会系学部の設

置に向けて教員配置やカリキュラム編成作業を進める。 

  ○ 学部・専門科目の枠を越えた共通科目としての全学モジュール科目（教養教育）を開始

する。また，全学モジュール科目には，応用力を育み学士力を涵養するためのアクティブ・

ラーニングを導入する。 

  ○ 教育学研究科の専攻と入学定員に関する見直しの検討をさらに進め，具体的な将来構想

案を策定する。 

  ○ 国際健康開発研究科は，国立国際医療研究センターとの連携大学院を開始する。 

  ○ 教養教育の全学モジュール科目において，テーマごとに各部局教員が既存の枠組みを越

えて参画・協力して開講する新しいシステムによる教育を開始する。 

  ○ 本学の東京事務所及び福岡ラウンジを活用した就職支援を強化する。 

  ○ 研究成果の技術移転を推進するため，産学官連携戦略本部の知的財産部門にリサーチ・

アドミニストレーターを配置する。 

  ○ 核兵器廃絶研究センターを設置し，核兵器廃絶へ向けた世界の教育研究拠点を目指した

取組を開始する。 

  ○ 前年度に策定した目標値に基づき女性教員の新規採用を推進する。 

  ○ 長崎大学アフリカ海外教育研究拠点を利用した歯学，水産学，工学分野などの領域にお

ける教育研究活動を発展させる。 

  ○ 外国語教育の抜本的改善に向けて，言語教育研究センターを設置するとともに，英語教

育専任教員を増員する。 

  ○ 長崎大学の国際戦略に基づき，教育の国際化機能を集約する国際教育リエゾンセンター

（仮称）を設置する。 

  ○ メディカル・ワークライフバランスセンターを設置し，女性医師の復帰支援等を開始す

る。 



  ○ 国際医療センターの業務体制を整備するため，感染症部門，救急災害医療部門，被ばく

医療部門，地域医療連携部門の連携体制を構築する。 

  ○ 附属学校運営協議会において，附属学校・園の管理運営システムを検証するとともに，

附属学校・園提案型共同研究を基に各附属学校・園が連携して取り組む研究課題を設定す

る。 

  ○ 教員への裁量労働制の適用部局の範囲を拡大する。 

  ○ 新たな人件費管理の基本方針に基づき，平成２５年度実施に向けてポイント制による教

員の人件費管理制度を整備する。 

○ 全学教育スペースの改修にあたっては，既存スペースの有効活用を図りつつ学生参加型

のアクティブ・ラーニングにも対応可能な講義室の整備を行う。 

 

(2) 国立大学法人長崎大学基本規則の一部改正について 

理事（総務・財務担当）から，資料２に基づき，本学の学内共同教育研究施設として

新たに言語教育研究センター及び核兵器廃絶研究センターを設置することに伴い，国立大

学法人長崎大学基本規則を一部改正することについて提案があり，審議の結果，異議なく

了承された。 

 

(3) 長崎大学に置く講座，学科目に関する規則の一部改正について 

理事（総務・財務担当）から，資料３に基づき，医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻の改

組に伴い，同専攻の博士講座を見直すとともに，新たに医療科学専攻に展開医療薬学講座を

設置するために長崎大学に置く講座，学科目に関する規則を一部改正することについて提案

があり，審議の結果，異議なく了承された。 

 

(4) 長崎大学計画・評価本部規則の一部改正について 

理事（総務・財務担当）から，本学における目標・計画の立案体制及び第三者評価対応体

制を再構築するとともに，計画・評価本部の業務の効率的かつ着実な実施を図る観点から，

同本部の組織を見直し，同本部に置く専門部及び計画・評価室を廃止するために長崎大学計

画・評価本部規則を一部改正することについて提案があり，審議の結果，異議なく了承さ

れた。 

 

(5) 役員及び承継職員に係る人件費管理の基本方針について 

理事（人事・組織改革担当）から，組織の活性化及び人件費の適正な管理を目指し，①

教育職員（附属学校教諭等及び海事教育職員を除く。）については，ポイント制による人件

費管理を導入すること，②役員，附属学校教諭等，海事教育職員及びその他の職員について

は，引き続き原則としてポスト管理方式により人件費管理をすること，③ポイント制の導入

にあたっては，各部局の教員ポストを基にポイントに換算し学長が配分し，学内共同教育研

究施設等のポイントについては学長が一括管理すること及び④ポイント制の導入時期は新

学部設置に向けての教員ポスト調整後の平成２５年４月１日を目途とすること等の人件費

管理の基本方針について資料５に基づき説明があり，審議の結果，異議なく了承された。 



なお，審議の過程において，大要次のような意見等があった。 

○ 教授のポイントを使って助教を採用した場合，教員ポストが増加して退職金枠を超

える可能性がないか。 

○ 本学は人件費削減をポスト削減で行ってきたので退職金枠に多少余裕があることか

ら，退職金枠を超える可能性は低いと考えている。 

○ 部局のポイント配分は具体的にどのように想定しているのか。 

○ 基本的には現在教員が配属されている部局にポイントを分配する予定である。 

○ 平成１９年度に講師については病院を除いて採用しないこととなったが，ポイント

制を導入した際にはどうなるのか。 

○ 基本的には平成１９年度の方針のままであるが，病院以外の部局の講師採用につい

ては今後議論することになる。 

 

(6) 高度な実務経験を有する多様な人材を登用するための給与について 

理事（人事・組織改革担当）から，追加資料１に基づき，高度な実務経験を有する多様

な人材を登用するための給与については，３月１６日開催の連絡調整会議において協議し，

その後同会議での意見を踏まえた修正を含め，給与上の課題の対応（案）等の提案があり，

審議の結果，異議なく了承された。 

なお，審議の過程において，大要次のような意見等があった。 

○ 公募する際に初任給調整手当について明示して公募してもよいのか。 

○ 様々なケースがあるため，その都度相談して決めたい。 

○ 一方では民間との格差が生じているため給与を削減しているのに，この提案では民

間との初任給の格差が生じているため初任給調整手当を支給することになってお

り，全教職員に対して説明責任が必要である。また，初任給調整手当ではなく，年

俸制ではだめなのか。 

○ 説明責任が必要なのは十分理解している。なお，年俸制は有期雇用であるため，常

勤職員には当てはまらない。 

   

(7) 長崎大学教務委員会専門部会規程の一部改正について 

学長から，資料６に基づき，全学教育履修規程を全部改正し，全学教育の名称，カリキ

ュラム等を変更すること及び言語教育研究センターの設置に伴い，長崎大学教務委員会専

門部会規程を一部改正することについて提案があり，審議の結果，異議なく了承された。 

 

(8) 長崎大学入学料，授業料及び寄宿料の免除等に関する規程の一部改正について 

副学長（学生担当）から，資料７に基づき，懲戒処分を受けた学生の授業料免除の取扱

いを定めるため，長崎大学入学料，授業料及び寄宿料の免除等に関する規程を一部改正する

ことについて提案があり，審議の結果，この規程の規定中の「懲戒にされた者」とあるの

は「懲戒処分を受けた者」と修正することで了承された。 

 

 



(9) 長崎大学キャンパスマスタープラン２０１１（坂本キャンパス編）について 

副学長（産学連携，環境・施設担当）から，資料８に基づき，長崎大学キャンパスマス

タープラン検討ワーキンググループにおいて，平成２３年度に検討した長崎大学キャンパス

マスタープラン２０１１（坂本キャンパス編）の検討結果の答申について提案があり，審議

の結果，異議なく了承された。 

 

(10) 長崎大学核兵器廃絶研究センター規則の制定について 

理事（社会貢献担当）から，資料９に基づき，平成２４年４月１日に核兵器廃絶研究セ

ンターを設置することに伴い，同センターの組織及び運営に関し必要な事項を定める長崎大

学核兵器廃絶研究センター規則を制定することについて提案があり，審議の結果，異議な

く了承された。 

 

４ 報告事項 

(1) 平成２４年４月からの執行部体制について 

学長から，資料１０に基づき，平成２４年度の新執行部体制について，報告があった。 

 

(2) 長崎大学の国際戦略（素案）について 

理事（国際・危機管理担当）から，資料１１に基づき，教育と研究の両分野を包括した本

学の国際戦略（素案）について，報告があった。 

 

(3) 環境科学部本館改修に伴う全学教育の講義室の移行先について 

副学長（産学連携，環境・施設担当）から，資料１２に基づき，平成２４年度からの環

境科学部本館改修に伴う全学教育の講義室の移行先についての報告と改修工事中の協力の

依頼があった。 

 

(4) その他 

 ア 評議員の退任について 

    議長から，３月３１日限りで退任する評議員について紹介があり，挨拶があった。 

    

イ 副学長の退任について 

議長から，３月３１日限りで退任する副学長について紹介があり，挨拶があった。 

    

ウ 部課長等の異動について 

事務局長から，部課長等の異動について紹介があり，挨拶があった。 

以上 


